
ローカルルール 

1. アウトオブバウンズは白杭、ペナルティーエリアは赤杭、修理地（プレー禁止）は青杭

又は白線を以って標示する。 
2. 舗装道路・排水溝・排水蓋・散水栓・固定席・目土容器・立札・樹木の支柱・防球網・

距離標示杭（100Ｙ・150Ｙ・打球目標物）・黄縞杭は動かせない障害物とする。 
3. 樹木保護の為に巻き付けてある金網は樹木の一部とみなすが、球がはさまった場合は罰

なしでその真下の地点から１クラブ以内でホールに近づかない箇所にドロップするこ

とができる。 
4. クラブ競技会を除き北コースＮｏ１・４・５、西コースＮｏ４・６・９、 東コースＮ

ｏ１・２・４・６・７において第 1 打がＯＢの場合は特設ティーより第 4 打でプレーし

なければならない。北コースＮｏ７、西コースＮｏ３、東コースＮｏ５において第１打

がＯＢの場合は特設ティーより第３打でプレーしなければならない。 
5. クラブ競技会を除き、球が OB ゾーンで止まった、またはペナルティーエリア以外で紛

失した場合、OB の場合は OB ラインを最初に越えたと思われる箇所、紛失の場合は紛

失したと思われる箇所と、現にプレーしているホールのカップから等距離と思われるジ

ェネラルエリアの箇所から、グリーンに近づかないよう、2 クラブ以内にドロップして、

2 罰打を加えプレーすることができる。但し、ローカルルールにより指定された、前進

の特設ティーのあるホールにおいて、第 1 打がＯＢの場合は、特設ティーの使用を優先

しなければならない。 
6. 北コースＮｏ５・８・９、西コースＮｏ１、東コースＮｏ２・３・９で 黄縞杭を越え

た球は、その球の止まった箇所と、現にプレーしているホールのカップから等距離と思

われるジェネラルエリアの箇所から、グリーンに近づかないよう、２クラブ以内にドロ

ップして、１罰打を加えプレーしなければならない。 
7. 北コースＮｏ４で球がレッドペナルティエリアの中に入った場合は、ホールと球を結んだ線上で、

レッドペナルティエリアの後方に球をドロップし、１罰打を加えてプレーしなければならない。 

8. 現にプレーしているホールにおいて球が隣接するコースとの間にある白杭を越えた場

合、アウトオブバウンズの扱いとする。 
9. 高圧線に当たった球は罰なしに再プレーしなければならない。 
10. 予備グリーンに球又はスタンスがかかる場合（カラーも含む）はプレー禁止とする。 
11. グリーン上（カラーを含む）の使用クラブはパターとする。 

(違反 2 罰打 ラウンドで最大 4 罰打) 
12. 電磁誘導カート道路のうち、道路中央に芝草が生えているカート道路はプレー禁止とす

る。 
13. 動かせない障害物の場合は、その上を越えたり中や下を通さずにニヤレストポイントを

決めなければならない。 
14. クラブ競技会を除きジェネラルエリアは、6 インチプレースすることができる。 
15. 悪天候により、バンカーが損傷した場合バンカー内の砂の亀裂の部分と、それに関わる

ところに球が入ったり乗ったりした場合は、無罰でバンカー内にドロップすることがで

きる。（※拾い上げた球は拭くことができる。） 
16. 女性会員のクラブ競技の使用ティーマークは赤マークとする。但し、四大競技会、スク

ラッチ競技会は除く。 
17. 上記以外の追加、変更はその都度クラブ内に掲示する。 
18. 本競技はローカルルールを優先とし、その他ＪＧＡ競技規則による。 
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